
 
 

教 育 委 員 会 資 料 

令和４年 ３月８日 
生 涯 学 習 課 

 

組織改正に伴う生涯学習課へのシニア学習プラザ移管の進捗状況について 

 

区の組織改正に伴い令和４年度からシニア学習プラザの運営が長寿社会推進課から生涯

学習課に移管となる。この区長部局から教育委員会事務局への移管により、各種の手続きが

必要となることから、現状の進捗状況及び今後の予定について報告する。 

 

１ シニア学習プラザの概要 

名称及び所在地：東京都シニア学習プラザ 板橋区志村三丁目 32 番６号（３・４階）  

指定管理期間 ：平成 31 年４月１日から令和６年３月 31 日まで 

事業者名称  ：アクティオ・アリオス共同事業体 

 

２ 設置条例の改正 

教育委員会への移管に伴い、東京都板橋区立シニア学習プラザ条例を改正する議案が、３

月２日の区議会で可決された（３月 14 日頃に公布される予定である）。 

当該条例の公布をもって、教育委員会としての関係法令の整備や、事業計画等の承認を行

う。 

 

３ 教育委員会が実施する手続き 

日付 内容 備考 

３月 30 日 

教育委員会 

シニア学習プラザの教育財産への移管 

施行は４月１日 

シニア学習プラザ条例施行規則 

基本協定を改定する協定 

令和４年度年度協定 

令和４年度事業計画 

３月 31 日までに 

必要な事務手続き 

板橋グリーンカレッジ運営要綱 他 

※グリーンカレッジの運営に必要な要綱及

び要領の改正 

教育長による決定 

 

４ その他留意事項 

シニア学習プラザについては、選定期間内での組織移管であることから、原則として、選

定されている事業者及び、選定時の提案に基づく仕様を継続する。 

なお、令和４年度の事業計画については、設置条例に「区民の生涯学習活動に関すること」

が追加されることを踏まえて、高齢者に限定することなく、学びの楽しさを提供できるよう

な事業調整を行う予定である。 
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